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海外企業とのアライアンス（業務提携・技
術提携・出資・合弁企業設立等）やM&A
（日本企業による海外企業のM&A）によ
り、ビジネス開発や新規事業創出を目指す
日本企業、大学、研究機関等

※以下はご利用対象外です。
●第三者支援を目的としたコンサルティング業、輸

出入支援
●販路拡大等を目的とした代理店契約・販売契

約や調達契約
●片務的なビジネス連携
●外国企業、外国企業の日本法人 等

※J-Bridgeサービス利用規約もご確認ください。

対象企業

J-Bridgeは、日本企業と海外スタートアップ等による
国際的なオープンイノベーション創出のためのビジネスプラットフォームです

重点分野

⚫ 再生可能エネルギー

(洋上風力、バイオマス等)

⚫ 水素

⚫ 蓄電池・バッテリー

⚫ 省エネルギー

⚫ スマートインフラ

⚫ 緑化・環境保全技術 等

⚫ スマートシティ

⚫ フィンテック

⚫ ロボティクス

⚫ 情報セキュリティ 等

グリーン

デジタル

ライフサイエンス
・ヘルスケア

⚫ 半導体

⚫ モビリティ

⚫ アグリテック

⚫ リテールテック

⚫ 再生医療

⚫ 遺伝子治療（ゲノム研究）

⚫ バイオテクノロジー

⚫ ヘルステック

⚫ 創薬 等

⚫ 東南アジア

⚫ インド

⚫ 北米

⚫ 欧州

⚫ オーストラリア

⚫ イスラエル

⚫ アフリカ

⚫ 日本

重点地域・国

（バイオDX、バイオインフォマティクス等）

https://www5.jetro.go.jp/newsletter/ive/2026/jb_meetup_termsofuse(JP)0311.pdf
https://www5.jetro.go.jp/newsletter/ive/2026/jb_meetup_termsofuse(JP)0311.pdf
https://www5.jetro.go.jp/newsletter/ive/2026/jb_meetup_termsofuse(JP)0311.pdf
https://www5.jetro.go.jp/newsletter/ive/2026/jb_meetup_termsofuse(JP)0311.pdf
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協業・連携先の探索

新規ビジネスの創出

協業内容の具体化

J-Bridgeサービスのご紹介 ※詳細・お申込み等は次ページ以降をご確認ください

J-Bridgeの目的に合致しない場合（販路拡大、第三者支援目的など）、以下のようなジェトロの他サービスのご利用もご検討ください。
＜ 海外展開（輸出・進出等）を目指す企業の皆様 ＞
• 企業リストアップ、商談アレンジ、情報提供等（中堅中小企業のみ・対象地域あり）：中小企業海外展開現地支援プラットフォーム
• 企業リストアップ（有料）：海外ミニ調査サービス
• 海外事務所による経済概況ブリーフィング：海外ブリーフィングサービス
• 輸出入等に関するご相談：貿易投資相談
• その他：ジェトロのサービス | ジェトロ
＜ 日系スタートアップの皆様 ＞
• 日系スタートアップの海外展開支援（日系スタートアップのみ・対象地域あり）： グローバル・アクセラレーション・ハブ（GAH）
＜ 海外企業支援機関の皆様 ＞
• 海外企業向けサービスプロバイダーとしてのPR：Experts Finder

①ミートアップサービス
海外スタートアップ等との面談アレンジを支援します。

②ソーシング支援プログラム
貴社のニーズに基づき、海外スタートアップ等のリストアップ、面談ア
レンジを支援します。

③スポット・アドバイザリー サービス
海外とのオープンイノベーションの検討・推進にあたり、専門家やジェ
トロ職員による相談対応を承ります。

業務提携、技術提携（共同研究開発など）、出資、出資の受入れ、JV設立、M&A、オープンイノベーション拠点設立など

その他のJ-Bridgeサービス
●オープンイノベーション講座
●イノベーション関連イベント、アーカイブ
●イノベーション関連レポート
●一貫支援プログラム（米国コーチングプログラム等）
●メールマガジン 等

→詳しくは、J-Bridgeポータルサイトをご参照ください。

https://www.jetro.go.jp/services/platform.html
https://www.jetro.go.jp/services/quick_info/
https://www.jetro.go.jp/services/briefing/
https://www.jetro.go.jp/services/advice/
https://www.jetro.go.jp/services/
https://www.jetro.go.jp/services/
https://www.jetro.go.jp/services/
https://www.jetro.go.jp/services/jhub/
https://www.jetro.go.jp/services/jhub/
https://www.jetro.go.jp/services/jhub/
https://www.jetro.go.jp/en/invest/setting_up/directory/
https://www.jetro.go.jp/j-bridge/
https://www.jetro.go.jp/j-bridge/
https://www.jetro.go.jp/j-bridge/
https://www.jetro.go.jp/j-bridge/
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お申込み要件

●ご利用いただけるのは日本企業（日本法に準拠して設立された法人、もしくはそれらの共同事業体、又はそれらの海外子会社、支社）です。

※外国企業、外国企業の日本法人、所属する法人と紐づかない個人でのお申し込みは対象外です。

●お申込みの目的が、日本企業と外国企業の協業・連携等によるオープンイノベーションの実現などに寄与することに合致し、当該企業が事業主体となって外国企業

との協業・連携を目指していること。

※輸出入支援、第三者支援を目的としたコンサルティング業、販路拡大を目的とした代理店契約・販売契約や調達契約、片務的なビジネス連携等は対象外で

す。

●ジェトロは、サービス提供のため、面談等の内容を録音・録画し、AIを用いて文字起こし・要約・議事録化する場合があります。

●海外企業との協業・連携の目的が明確で、必要な予算や人員（海外企業との面談を伴う場合、外国語対応を含む）を確保していること。計画の実施、継続、

中止等の意思決定ができる責任者の同意があること。

●サービスご利用後、フォローアップアンケートにご協力いただけること。また、海外企業から貴社に対する協業連携の希望があった場合、照会させていただくことに同意

いただけること。

●J-Bridgeサービス利用規約、ジェトロの個人情報保護方針、ならびに輸出管理等の外為法関連規則に関する特記事項に同意いただけること。

利用料金 無料

お問合せフォーム

ジェトロ イノベーション部 J-Bridgeデスク

お申込み J-Bridgeポータルサイトの専用フォームよりお申込みください。

※初回利用時にはジェトロ「お客様登録」が必要となります。詳細フローは本資料末尾のスライドをご確認ください。

各サービス共通

https://www.jetro.go.jp/form5/pub/jaa/j-bridge_inquiry
https://www.jetro.go.jp/j-bridge/
https://www.jetro.go.jp/j-bridge/
https://www.jetro.go.jp/j-bridge/
https://www.jetro.go.jp/j-bridge/


4

お申込み

①ミートアップサービス

※初回利用時にはジェトロ「お客様登録」が必要となります。「お申込み画面フロー」のスライドをご確認下さい。
●J-Bridgeポータルサイト「海外有望企業情報」に掲載の中から面談希望先をお選びください。
●一度に同時にご依頼いただけるのは最大3社までです。4社目以降は、最初の3社との面談が終わり次第お申し込みく
ださい。

●面談希望日の2週間前までを目安にお申込みください。面談希望日の5営業日前を過ぎた場合はお取次ぎできません
のでご了承ください。

サービス内容 海外スタートアップ等との面談アレンジを支援します。

審査

海外企業への面談意思確認

●J-Bridgeの目的に合致しない等の場合、サービス利用をお断りさせていただく場合があります。
●貴社のニーズ等を確認させていただくため、ヒアリング面談を実施させていただく場合があります。

●ジェトロが当該企業の面談意思を確認の上、面談可否をご連絡します。必ずしも面談実施の確約はできない点ご了承
ください。面談成立の場合、ジェトロ側でオンラインミーティング（原則、Teams）を設定します。

●原則、英語での面談実施をお願いしております。万一コミュニケーションが難しい場合、Zoom自動字幕機能のご活
用をご検討ください。

●面談にはジェトロ関係者、場合により業務委託先が同席します。ジェトロは面談内容を録音・録画し、AIを用いて文
字起こし・要約・議事録化する場合があります。同記録はジェトロ内部限りとし、外部には提供しません。

海外企業との面談実施

アンケート ●フォローアップ、サービス向上のためアンケートにご協力をお願いします。

サービス利用の流れ

J-Bridge「海外有望企業情報」

対象国 J-Bridge「海外有望企業情報」掲載の国・地域

サービス期間 通年

https://www.jetro.go.jp/j-bridge/
https://www.jetro.go.jp/j-bridge/
https://www.jetro.go.jp/j-bridge/
https://www.jetro.go.jp/j-bridge/
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お申込み

②ソーシングサービス

※初回利用時にはジェトロ「お客様登録」が必要となります。「お申込み画面フロー」のスライドをご確認下さい。
●一度に同時にご依頼いただけるのは最大3カ国までです。それ以上の利用をご希望の場合、最初の3カ国の調査・面
談が終わり次第、お申し込みください。

●情報収集のみを目的としたリストアップは利用対象外です。海外企業との具体的な協業希望がある場合のみご利用い
ただけます。

サービス内容 貴社のニーズに基づき、海外スタートアップ等のリストアップ、面談アレンジを支援します。

審査

リスト提供

●J-Bridgeの目的に合致しない等の場合、サービス利用をお断りさせていただく場合があります。
●貴社のニーズ等を確認させていただくため、ヒアリング面談を実施するほか、英語で追加情報をいただく場合があり
ます。ヒアリングにはジェトロ関係者、場合により業務委託先が同席します。

●1カ月以内を目安に、貴社ニーズに基づき海外企業リスト（通常10社程度）をご提供します。期限内（2週間目安）
に、ジェトロからお送りするフィードバックフォーム（面談希望先の選定等）に必ずご回答いただきますようお願い
します。面談希望先の確認

海外企業への面談意思確認

●ジェトロが当該企業の面談意思を確認の上、面談可否をご連絡します。必ずしも面談実施の確約はできない点ご了承
ください。面談成立の場合、ジェトロ側でオンラインミーティング（原則、Teams）を設定します。

サービス利用の流れ

●原則、英語での面談実施をお願いしております。万一コミュニケーションが難しい場合、Zoom自動字幕機能のご活
用をご検討ください。

●面談にはジェトロ関係者、場合により業務委託先が同席します。ジェトロは面談内容を録音・録画し、AIを用いて文
字起こし・要約・議事録化する場合があります。同記録はジェトロ内部限りとし、外部には提供しません。

海外企業との面談実施

対象国・サービス期間 次ページ参照
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地 域 国 受付期間

南アジア インド 2026/4/1 - 2027/3/31

中東 イスラエル 2026/5/4 - 2027/3/18

北米 米国 2026/4/15 - 2027/3/17

豪州 オーストラリア 2026年5月初旬 – （予定）

東南アジア

シンガポール 2026/4/1 - 2027/3/31

ベトナム 2026/4/1 - 2027/3/31

インドネシア 2026/4/13 - 2027/2/28

マレーシア 2026/4/1 - 2027/3/31

タイ 2026/5/1 - 2027/3/12

フィリピン 2026/4/1 - 2027/3/31

アフリカ

ナイジェリア

未定
ケニア

南アフリカ

エジプト

ソーシングサービス各国の対応時期（2026年度）

地 域 国 受付期間

西欧

英国 2026/5/中旬 -2027/1/31
オランダ 2026/5/中旬 -2027/1/31
ドイツ 2026/5/中旬 -2027/1/31

フランス 2026/5/中旬 -2027/1/31
ベルギー 2026/5/中旬 -2027/1/31
イタリア 2026/5/中旬 -2027/1/31
スペイン 2026/5/中旬 -2027/1/31

中東欧
（全域）
※グループ
ソーシング

オーストリア
ポーランド

チェコ
ハンガリー
ルーマニア
スロバキア
セルビア

2026/4/1- （予定）

北欧バルト
（全域）
※グループ
ソーシング

ノルウェー
スウェーデン
フィンランド
デンマーク
エストニア
ラトビア

リトアニア

2026年５月中旬 – 2027/2/26

※中東欧、北欧バルトは、国別ではなく、地域全体を対象とした「グループソーシング」となります。個別の国はご指定できませんのでご了承ください。
※実施期間は目安です。依頼件数が想定を超えた場合は、早期に終了する可能性がございます。内容によってはご対応できかねますのでご了承ください。
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お申込み

③スポット・アドバイザリーサービス

※初回利用時にはジェトロ「お客様登録」が必要となります。「お申込み画面フロー」のスライドをご確認下さい。
●一度にご依頼いただけるのは1件までです。2件目以降は、先のアドバイス提供が終わり次第、お申し込みください。
●ご相談内容によっては、必ずしもお受けできない場合がございますので、予めご了承下さい。
●国によっては事前に貴社に署名頂く文書がありますのでご承知おき下さい。（例：米国の「Joint Representation 

Letter」等）

サービス内容 海外とのオープンイノベーションの検討・推進にあたり、専門家やジェトロ職員による相談対応を承ります。

審査

アドバイス提供

●J-Bridgeの目的に合致しない等の場合、サービス利用をお断りさせていただく場合があります。
●貴社のニーズ等を確認させていただくため、ヒアリング面談を実施させていただく場合があります。

サービス利用の流れ

対象国・サービス期間 次ページ参照

●1回の面談（現地事務所での対面またはオンライン）は1時間程度です。
●面談にはジェトロ関係者、場合により業務委託先が同席します。ジェトロは面談内容を録音・録画し、AIを用いて文
字起こし・要約・議事録化する場合があります。同記録はジェトロ内部限りとし、外部には提供しません。

アンケート ●フォローアップ、サービス向上のためアンケートにご協力をお願いします。 共同研究開発をするに
あたって現地の研究員
を雇用したい。何に注
意して進めたらいい？海外企業とNDAを締

結する際に注意して確
認すべきポイントは？
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スポット・アドバイザリーサービス 各国の対応可能分野（2026年度）

国名 ジェトロ
事務所

対応可能分野
その他サービス

受付期間
現地ブリーフィ

ング
（通期受付）

その他

イスラエル テルアビブ 〇 法務
2026/5/4～
2027/3/18

米国 サンフランシスコ - 法務
2026/4/1～
2027/3/18

米国 ニューヨーク 〇 - -

米国 シカゴ 〇 - -

オーストラリア シドニー 〇 - -

ベトナム ハノイ 〇 法務
2026/4/20～
2027/3/18

ベトナム ホーチミン 〇 - -

インドネシア ジャカルタ 〇 法務、労務、税務
2026/4/13～
2027/2/28

マレーシア クアラルンプール 〇 - -

シンガポール シンガポール 〇 - -

タイ バンコク 〇 - -

国名 ジェトロ
事務所

対応可能分野
その他サービス

受付期間
現地ブリーフィ

ング
（通期受付）

その他

インド ニューデリー 〇 法務、労務、税務
2026/5/1～
2027/2/28

インド ベンガルール 〇 - -

英国 ロンドン 〇 法務、労務、税務
2026/4/20～
2027/2/28

フランス パリ 〇 - -

ドイツ デュッセルドルフ 〇 - -

ドイツ ベルリン 〇 - -

ポーランド ワルシャワ 〇 - -

ナイジェリア ラゴス 未定 - -

ケニア ナイロビ - - -

南アフリカ ヨハネスブルク - 法務、税務
未定～

2027/2/28

エジプト カイロ - - -

※「現地ブリーフィング」（2026年度新設）では、海外事務所担当者が、各国イノベーション、スタートアップエコシステム等の概況についてご説明します。特定産業
に特化した内容をご希望の場合、ご対応できない場合がございますのでご了承ください。

※実施期間は目安です。依頼件数が想定を超えた場合は、早期に終了する可能性がございます。内容によってはご対応できかねますのでご了承ください。
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お申込み画面フロー

【STEP1】ご利用されるサービスの「申し
込み」ボタンをクリックしてください

【STEP2】ジェトロお客様登録がある方は「ロ
グイン画面へ」を、はじめての方は「お客様登
録する」をクリックしてください

【STEP3】以下のページが表示さ
れることをご確認ください。

【STEP4】確認画面で「このまま依頼内容の入力
に進む」ボタンをクリックしてください。

※ 【STEP4】完了後および【STEP5】完了後、
メールが2通届きますが対応事項等はございませ
ん。次ページをご参照ください。

【STEP5】以下のサービスお申込フォームに必要事項
をご入力ください。記入いただきましたらお申込みは
完了です。後日ジェトロ担当者よりご連絡します。

④へ

右上に表示されているお
客様番号（赤枠）は、後
ほど【STEP5】で必要とな
りますので、お控えくだ
さい。
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申込完了メール

◆ 【STEP4】完了後のメール
件名：【JETRO】J-Bridge〇〇〇〇＜2026年度＞イベント申し込み受付完了の

お知らせ

※【STEP4】の画面を閉じてしまった等の場合、お手数ですが、下記メールに記
載の申込フォームリンクから再度ご入力をお願いします。
※メールの件名が「イベント申し込み」となっていますが、システムの都合に
よるものですので、あくまでもサービス申込とご理解ください。

◆ 【STEP5】完了後のメール
件名：【ジェトロ】J-Bridge〇〇〇サービス申込完了のお知らせ

※本メールを受領されましたらお申込みは完了です。後日ジェトロ担当者よ
りご連絡します。

【STEP4】完了後および【STEP5】完了後、メールが2通届きますが対応事項等はございません。
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J-Bridgeユーザー（日本企業）実績

J-Bridgeユーザー（旧会員）
※2021～2026年3月まで

ユーザー属性・関心

• 会員が所属する1,977社の属性は、大企業が53％、中小企業が43％、その他
（団体等）が2％、在外日系企業が20％となっている。

• 海外企業と協業・連携を進める際の自社の課題は、経営戦略策定と実行上の
判断基準の不明確さが最上位に挙がっている。

• 関心マーケットは、北米、東南アジア、欧州、インドの順に高い。

• 協業・連携の関心分野はヘルステック、AI、モビリティが最上位(下表参照)。

40%

※2022年4月から2023年11月現在の統計に基づく。
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J-Bridgeの目的に賛同し、独自の知見やネットワークを活用して一緒にJ-Bridgeを推進してくださる企業・機関に、J-
Bridgeパートナーとしてご参画頂いています。 ※現在、新規パートナー受付は停止しています。

プログラムパートナー

リソースパートナー

プログラム&リソースパートナー

JACCI 事務局
（日本アフリカ産業
共創イニシアティブ）

J-Bridgeパートナー
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所在地 問い合わせ ウェブサイト

東京都港区赤坂1-12-32
アーク森ビル6階

日本貿易振興機構（ジェトロ）

ジェトロ
イノベーション部 J-Bridgeデスク

お問合せフォーム

J-Bridgeポータル：
https://www.jetro.go.jp/j
-bridge/

https://www.jetro.go.jp/form5/pub/jaa/j-bridge_inquiry
https://www.jetro.go.jp/j-bridge/
https://www.jetro.go.jp/j-bridge/
https://www.jetro.go.jp/j-bridge/
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